
  

建物関係者の皆様へ 

知らないうちに 

消防法違反！…❔ 

 

消 防 署 に相 談 を し ま し ょ う   
 

消防違反の例 

◎ 建物の使用を変更した場合【既存建物に飲食店、物品販売店、福祉施設等】 

その１ 

            

 

  

    その２ 

       

 

 

 

※  住宅を宿泊施設に変更したり、雑居ビルに物品販売店、飲食店等が入居した場合は、新たに 

自動火災報知設備等の消防用設備等の設置義務が生じることがあります。 
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◎ 建物を増築した場合【既存建物に渡り廊下、増築等】 

   その３ 

   

 

 

 

 

 

 

※   既存建物と既存建物を渡り廊下等により接続した場合、新たに自動火災報知設備、屋内消火 

栓設備等の消防用設備等の設置義務が生じることがあります。 

 

その４ 

 

 

 

  

※   既存建物に増築（小規模）した場合、建物の面積により、消防用設備等の設置義務が生じ 

ることがあります。また、耐火、準耐火構造の建物に木造のものを増築することで構造規定 

がかかる場合があります。 

◎建物を改築した場合 

  その５ 

 

 

 

 

  その６ 

 

 

※   建築当初の建物を改築し、壁等で仕切ることや窓を壁や棚等で塞ぐこと又は、防犯窓に取 

り換えた場合、消防用設備等の設置義務が生じることがあります。 

★ 罰則 消防設備等設置命令違反 

   ・行為者に対して１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

    （消防法第４１条第１項第５号） 

   ・法人に対して、３０００万円以下の罰金 

    （消防法第４５条第１項第２号） 
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お問い合わせ 

東山梨消防本部予防課 0553-32-5025 

塩山消防署予防係      0553-32-5024 

山梨消防署予防係      0553-22-0119 


